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一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン）

2020年度第1回定時社員総会資料

日時

場所

2020年6月25日 13:30-15:OO

千代田区永田町2-4-3永田町ビル4階
治山治水協会大会議室

一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン）



















タイトル 文書名 発効日

規格文書
PEFC ST 1001:2017 Standard Setting - Requirements

規格の制定ー要求事項
2017-11-15

PEFC ST 1002:2018 Group Forest Management Certification - Requirements
グループ森林管理認証－要求事項

2018-11-28

PEFC ST 1003:2018 Sustainable Forest Management - Requirements
持続可能な森林管理－要求事項

2018-11-28

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements
PEFC 商標仕様規則‐要求事項

2020-2-14

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements
森林および森林外樹木産品のCOC-要求事項

2020-2-14

PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies Operating Certification
against PEFC International COC Standard
PEFC-COC規格に照らした認証を実行する認証機関に関する要求事項

2020-2-14

Annex 1 PEFC Terms and Definitions
PEFCの用語と定義

2006-10-27

Annex 6 Certification and Accreditation　Procedures
認証・認定手順

ｚ（2007-10-
5）

ガイド文書
PEFC GD 1001:2008 Structure of the PEFC Technical Documentation - general requirements

PEFCテクニカル文書の構成第一版　　一般的な要求事項
2008-09-25

PEFC GD 1002:2019 Acceptance of PEFC members
PEFC加盟メンバーの受け入れ

2019-04-09

PEFC GD 1003:2009 PEFC Council technical documents development procedures -
requirements
PEFCテクニカル文書の策定手順

2009-01-29

PEFC GD 1004:2009 Administration of PEFC scheme Issue 1
PEFC認証制度の管理運営 第一版

2009-10-05

PEFC GD 1005:2012 Issuance of PEFC Logo Use Licenses by the PEFC Council
PEFC評議会によるPEFCロゴライセンスの発行

2012-11-27

PEFC GD 1006:2012 PEFC Notification of Certification Bodies operating Chain of Custody
Certification in Countries without Authorised Bodies
認可団体が存在しない国においてCOC 認証業務を行う認証機関に関す
るPEFC 公示

2012-11-27

PEFC GD 1007:2017 Endorsement and Mutual Recognition of Certification Systems and their
Revision   認証制度およびその改正の承認と相互承認

2017-11-01

PEFC GD 1008:2019 PEFC Information and Registration System –Data Requirements
PEFC情報および登録システム‐データに関する要求事項

2019/12/09

PEFC GD 1009:2018 Nomination and Election Procedures for the PEFC Council Board
PEFC評議会理事会に関わる指名および選任の手順

2018-10-05

PEFC GD 2001:2011 Chain of custody of forest-based products – Guidance for use
林産品のCoC－使用ガイド

2011-06-22

GL 7/2007 PEFC Council procedures for the investigation and resulation of
complaints and appeals 苦情や上訴の調査や解決のためのPEFC評議会

2007-06-28

有効なPEFC テクニカル文書 一覧（2020年2月26日現在）

 

 

 

SGEC の現行規格（2018年 11月 1日版）は https://sgec-pefcj.jp/認証規格文書/sgecdoc/ 

及び、PEFC の現行規格(2018年 11月現在)は https://sgec-pefcj.jp/認証規格文書/pefcdoc/  

にて閲覧できる。また、上記「現在有効な PEFCのテクニカル文書（2020年 2月 26日現

在）に含まれる PEFC の 2019、2020 年に改正された規格の和訳版については、逐次、

SGEC ＨＰに掲上していくこととしている。 
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2019年秋
森林認証促

進パネル展

北海道北海
道森林計画
課

北海道庁1階広
報コーナー

SGEC/PEFCのパネル､認証製

品の展示品貸出､パンフレット
配布

継続

8

2019年

12月5～7日 エコプロ2018

環境とエネル
ギーの未来

展

(－社）産
業環境管理
協会

･日本経済新
聞社

東京ビッグサイ
卜西棟

鹿沼市と日光市も共同出展。

説明員を1－2名配置｡特集：
フォトコンテスト､PJ認証施設写

真､関係会社･自治体にパンフ
おきを依頼
国土緑推スタンプラリーのスタ
ンプポイント

出展小間のとなりは｢森の家」

継続

9
2019年1月10日

～2月10日

東海3県一市
グリーン購入
キャンペーン

東海3県1市
(主催事務局
は回り持ち）

三重県内ショッ

ピングモール

環境ロゴ入りのポスター作製へ
の協力､配布用パンフレットを提
供

継続

10 2020年2月
REDD+セミ

ナ I■■■■■■

森林総研
(JIFPRO)

東京大学伊藤
園

謝恩ホール

パネル展示説明
新規

11 2020年2月

北海道十勝
地方林業振
興イベント

北海道庁十

勝地方振興
局

北海道庁十勝
地方振興局

SGEC/PEFCのパネル貸出

パンフレット配布

新規





















議案第1
巨
万

201g年度決算・財務諸表案について

決算・財務諸表（案）

2019年4月1日

2020年3月31日

自
至

－31－















[議案第2号別紙］
一般社団法人緑の循環認証会議定款の改正新旧対比表

ｌ
の
の
Ｉ

一一一

－

新 現行

第9章評議委員会及び規格管理委員会

(評議委員会）

現行通り

(規格管理委員会）

第52の1条当法人の認証制度の管理運営に係る認証規格を検証・審議するため規格管理

委員会を設置する。

2．規格管理委員会は、会長の諮問を受けて、認証規格について検証・審議し、理事会に意

見を述べる。
＝ー

3．規格管理委員は、専門的知識を有する学識経験者他広〈関係するステークホルダーから
一一一一一一

会長が任命するととする。入．

4．規格管理委員のうち1名を座長とし、 1名を座長代理とする。

5．規格管理委員は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをする

ことができる。

6．規格管理委員会は、会長が招集する。

7．規格管理委員会が、理事会に意見を述べるときは、次の事項を記載した書面を提出する

ことにより行う。

（1）規格管理委員会の開催日時及び場所

（2）規格管理委員の出席状況

（3）意見の内容

SGEC文書2 ｢SGEC認証制度の管理運営に関する文書」

第6章認証管理委員会等

(認証管理委員会）

第24条認証制度の管理運営状況について調査し、審議するために、会長は理事会の承認を得

て認証管理委員会を設置する。

2．認証管理委員会は、前項の調査・審議を行い会長に意見を述べる。

3．認証管理委員は、学識経験者のうちから理事会の承認を得て会長が選任する。

4．認証管理委員は、 7名以上15名以内とし、その任期は2年以内とする。また、認証管理委

員のうち1名を座長とし、 1名を座長代理とする。
－

5．認証管理委員会が、会長に意見を述べるときは、次の事項を記載した書面を提出することに

より行う。

（1）認証管理委員会の開催日時及び場所

（2）認証管理委員の出席状況

（3）意見の内容

(専門部会）

第25条会長は、第3条で規定する認証規格の制定（改正）に関する最終原稿の策定及び関連

事項の調査を行うために専門部会を設置する。

2．専門部会は、会長の諮問を受けて前項で規定する事項の審議を行う。

3．専門委員は、専門的知識を有する学識経験者他広く関係するステークホルダーから会長が任

命することするが、具体的には別途付属文書で定める。


























